
都市計画実習防災班 中間発表レジュメ 2015.05.15(Fri) 
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1. はじめに 

1.1 背景 

雨天時、筑波大学周辺を見てみると、大きな水たまり

が多いことに気が付く。特に筑波大学構内においては、

陸上競技場前の道路や、三学駐車場前の道路(図1)など、

筑波大学学生が日常的に利用する道で水たまりがあり、

通学に影響を与えていると考えられる。筑波大学生の主

な交通手段は自転車や自動車であり、周辺では学生・職

員が使う自転車や自動車の交通が非常に多いことから

も、通学路のこのような水たまりが多く存在することで、

たとえば、水たまりに入ることでスリップが起きたり、

足元に水が跳ねたりすることが予想され、実際に、班員

の中にも水たまりによる泥はね(1)を受けた経験のある

学生がいた。 

泥はねというものは、泥はね運転違反として道路交

通法上、罰則が設けられており(2)、さらに被害者からク

リーニング代を請求されることもある。しかしながら、

泥はね運転違反は、現行犯でなければ被害者が訴えるこ

とが難しいため、被害者のやられ損となってしまう性質

の悪さがある。また、泥はねは、水たまりがあれば、そ

こを通る誰もが加害者・被害者になりうるもので、その

不透明な被害・加害実態を明らかにし、改善していくべ

きだと考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 筑波大学内ループ道路にある水たまり 

(左写真:陸上競技場前、右写真:三学駐車場前,2015.5.13) 

1.2 既往研究・事例 

泥はねに関する既往研究として、梅村らの研究1)があ

る。一定の深さの水たまりに車が入ったときに水がどこ

まで跳ね上がるかを研究しているが、これは泥はねにつ

いての物理的な特性の研究にとどまっている。泥はねを

回避する方法についての研究は今回、見つからなかった。 

また、事例として、札幌交通株式会社による運輸安全

マネジメント2)があり、その中の「事故防止の取り組み

と教育計画」で泥はね運転の防止が掲げられている。し

かしながら、泥はね被害軽減に向けた有効な対策は示さ

れていない。 

 

1.3 目的 

 泥はねは被害者が一方的に被害を受け、その後の対処

がとても難しい問題である。筑波大学周辺においては道

路舗装の問題等でこの被害が非常に多く発生する。今回

は、泥はね問題について被害者・加害者双方の立場から

考え、筑波大学周辺における泥はね被害を抑制すること

を目的として、研究を実施する。 

 

2. 研究の流れ 

本研究は、以上のことを踏まえて、まず、学内環境に関

する大学の認識、学生及び職員からの苦情実態を把握す

るため、学生生活課及び施設部への調査を行い、加えて、

筑波大学の学生及び職員の被害状況を把握するため、簡

単なアンケート調査を行う。次に、得られた調査結果を

もとに、仮説を立てる。次に、その仮説を検証するため

に、意識や実態を調査するアンケートを行う。その調査

結果を分析し考察した上で、最終的な提案を行う(図2)。 

 

 

 

 

 

泥はね、減らしてかない？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 研究フロー 

 

3. 泥はね実態把握調査 

3.1 学生生活課からの資料 

基本的に学生生活課では、学生や職員から集められた

学内環境に関する要望をまとめて施設部に送る、という

流れになっており、苦情実態に関する資料を提供してい

ただいた。その中には学内道路に関するものもあり、そ

こから学生の間でも学内道路に関する要望が数多くあ

り(水はけ、凸凹など)、大学全体として大きな問題とし

て認識していることが分かった。 

 

表1 全学的要望(一部抜粋) 

工学システム学類 25.7.8 学内の水はけを改善し

てほしい 

応用理工学類 25.7.8 ループ道路の雨で冠水

する箇所を補修してほ

しい 

心理学類 26.6.20 東ループの水はけをも

っとよくしてほしい 

人文社会研究科法

学専攻 

26.7.1 ペデストリアンデッキ

周辺の排水を改善して

ほしい 

 

3.2 ヒアリング調査 

水はけが悪く、水たまりができやすくなっている場所

について、大学側の認識及び対応を把握するため、学生

課施設部へのヒアリングを行った。 

その結果、水たまりの発生しやすい場所に関しては十

数年前から取り組んでいる慢性的な問題であり、把握出

来ていることが分かった。また、苦情・要望の多い場所

から対応するようになっているとのことであった。しか

し、問題箇所が追うように増加しており、把握はしてい

ても、大学側の予算が足りていない現状がある。 

 

 表2 施設部へのヒアリング調査の概要 

日時 5月1日(金)13:30～14:00 

対象 筑波大学施設部 中島様 

結果 Ｑ、水たまりの発生しやすい場所を把握して 

いるか 

Ａ、排水溝の劣化などにより水たまりが発生 

しやすい場所を把握している。 

Ｑ、これらの改善状況はどうか 

Ａ、対応はしているが、追いついていない。 

Ｑ、排水改善だけでなく道路の凹凸対策は行 

われているか 

Ａ、震災以降は行われておらず、穴が開いた 

ところなどを応急的に治す程度である。 

Ｑ、補修は進んでいるか 

Ａ、資金が限られており、不具合箇所も増え 

る一方なのであまり進まない。 

Ｑ、補修の優先順位はどう決めているか 

Ａ、問い合わせ件数の多さなどから決めてい 

る。 

Ｑ、どうやって水たまりが発生しやすい場所 

を把握したか 

Ａ、全代会や教職員からの苦情や施設部職員 

の見回りにより把握している。 

Ｑ、苦情はどのように施設部へと届くか 

Ａ、全代会から学生生活課へと伝えられてそ 

こで取りまとめられたものが届く。 

Ｑ、学生から年に何件くらい報告があるか 

Ａ、50 件程度であるが重複するものを整理す 

ると少なくなる。 

 

3.3 プレアンケート調査 

先述の大学としての水はけ・水たまり問題を受け、実

際の泥はね被害実態(被害・加害経験、発生箇所)を把握

するため、プレアンケートを実施した。 

図2,図3は泥はねの被害・加害経験に関する調査結果

である。 

被害経験に関しては、60人(66％、3人に2人)という多

くの人数に泥はねの被害経験があることが分かった。ま

た、被害経験の大半は車からのものが占めていた。 



加害経験に関しては、加害経験がないと答えた人が82

人(90％)であり、加害経験数と被害経験数との間に明ら

かな乖離があることが分かった。またアンケートを実施

する中で、「自分では泥はねをしているつもりはないが、

もしかしたら気付かぬうちにやっているのかもしれな

い」といった意見が複数あった(図3、“加害経験なし”

内)。これら2つの要素から、加害者側に泥はねの自覚が

ないのではないか、という問題も浮かび上がってきた。 

図4は被害発生箇所に関するプロットである。被害発

生箇所に関しては、平砂学生宿舎・ココストア前の交差

点(図5)など明らかに被害(加害)が多い場所があった。 

 

表3 学内プレアンケート調査の概要 

日時 5月1日(金)14:00～15:00 

場所 筑波大学構内(第2、第3エリア) 

対象 筑波大学学生及び職員 91人 

(男49人、女42人) 

質問内容 1．大学周辺で自動車・自転車から泥はねを

された経験はあるか 

2．大学周辺で自動車・自転車で泥はねをし

た経験はあるか 

3．具体的な場所はどこか 

 

3.4 調査のまとめ 

学生生活課から資料の提供をしていただき、更に施設

部へのヒアリング調査、学生・職員へのアンケート調査

を実施した。その結果、以下のような事実が明らかとな

った。 

・学生・職員から学内道路の水はけや凹凸に関する意見、

要望が少なからずあった 

・水たまりは慢性的な問題だった 

・苦情、要望の多い場所から対応していた 

・大学の予算が足りていない為、ハード面での対策は難

しい 

・3人に2人の割合で泥はね被害を経験していた 

・回答者の9割が加害経験はないと答えたが、その内複

数人が自覚はないものの泥はねをしていたかもしれな

いと答えた 

・平砂学生宿舎・ココストア前の交差点で泥はね被害が

多く見られた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 泥はね被害経験があるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 泥はね加害経験があるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 被害発生箇所のプロット 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5 平砂学生宿舎・ココストア前交差点 

自転車から被害 

被害経験なし 

自動車から被害 

9人 

51人 

31人 N=91 

自転車で加害 
6人 

加害経験なし 

82人 

自動車で加害 3人 

N=91 



4. 仮説の設定 

施設部へのヒアリング調査の結果から、水たまりがで

きないように舗装などを行う、構造的なハード面での対

策は予算がないという都合上あまり現実的ではないた

め、水たまりがあったとしても泥はね被害に遭わずに済

むよう、加害者側・被害者側双方の意識を変えていく、

ソフト面によるアプローチから泥はね問題の解決を図

ることとなった。 

ソフト面から泥はね問題解決の糸口を探るために重

要となるポイントは、「被害者が泥はねを受けてしまう

理由」、「加害者が泥はねをしてしまう理由」の二点で

ある。これら二点を具体的に明らかにするため、ブレイ

ンストーミングを班内で行った。この中で出た「運転マ

ナーが悪い」、「車や自転車の運転手は罪の意識が低い」、

「加害者が逃げ得である」、「どこで被害を受けやすい

かわからない」という意見に着目し、これを元に被害者

側・加害者側それぞれの立場に沿い、以下のような3つ

の仮説を設定する。 

仮説① 

「被害者になり得る人々は被害の多い場所を把握して

いない」 

仮説② 

「運転者のマナーが悪い」 

仮説③ 

「運転者は泥はねに対する罪や罰の意識が低い」 

仮説①は被害者側に、仮説②及び仮説③は加害者側に対

応している。また、仮説①における「被害者になり得る

人々」とは、主に筑波大生や職員を指すものとする。 

 

5. 今後の方針 

 次に行わなければならないことは、仮説の検証を目的

としたアンケート調査である。ここで各仮説が採択され

た場合、更なる調査を実施しようと考えている。 

 仮説①に関するアンケートにおいて、被害の多い場所

を把握しているかを問うと同時に、把握していると答え

た人に対し、何処で被害に遭ったかを続けて問い、より

厳密な被害発生箇所のリストアップに役立てていく。他

方で、「被害発生箇所と迂回路を示せば被害は減少する

のではないか」という新たな仮説を導くために、「もし

迂回路が示されたらそちらを通るか」もアンケートで問

い、最終的な提案の足掛かりとしたい。具体的には、ハ

ザードマップを作成することを検討している。そして、

これを掲示や配布といった手段を用いて可能な限り伝

播させ、ある程度その存在が広まってから、ハザードマ

ップの認知や泥はね被害状況に関するアンケート調査

を行い、効果の有無を確かめることが理想である。 

仮説②及び③の検証をするにあたり、一度のアンケー

トで仮説検証と運転者の行動変容を同時に調査する方

法を検討している。後者は、運転マナーの向上や泥はね

に関する意識の改善を目的とした、運転者の行動意向を

見るものである。例えば、アンケートの最初のページで

運転者の意識を問い、次に反則金の存在や泥はねの実態

を提示し、最後に再度意識を問い、泥はねに対する意識

が変容したかを調査する。 

各アンケート調査の終了後、それぞれの結果を分析・

考察し、学生や職員、あるいは大学側に解決案の提言を

行う。 

 

ご協力 

筑波大学施設部 中島景行様 

筑波大学学生生活課 吉田あかり様 

 

補注 

1) 主に車(バイク、自転車を含む)が水たまりを通過した時に泥

や水が跳ねてしまうこと。本研究では“泥はね”と“水はね”

は同義とする。 

2) 泥はね運転違反。普通車であれば6000円の反則金。(警視庁, 

反則行為の種別及び反則金一覧表 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/hansoku.htmよ 

り) 
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